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令和 5年度 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会事業計画  

〈 基本的考え方 〉 

○新型コロナウイルス感染症のパンデミックから 3 年が経過し、ようやく 5 月

には感染法上の位置付けを季節性インフルエンザと同じ 5 類に引き下げること

が決まりました。 

この間、コロナ禍への対策として実施された生活福祉資金（緊急小口資金、総

合支援資金）の特例貸付は、緊急事態宣言やまん延防止重点措置等をはじめとす

る長期間に亘る経済・社会活動の制限に伴う休業や失業による収入の減少、住居

維持の困難化などにより生活に困窮した人びとを支えるセーフティネットとし

ての役割を果たしてきました。 

この結果、大阪府内での貸付はその数 49万 3千件、金額は 1,980億円という

未曽有の規模になりました。 

また、今年 1月から始まった貸付金の償還は、今後 10年以上にわたり効率的

で安定した管理業務が求められ、その長期的な体制等の確保が不可欠となって

います。また、あわせて借受人の自立支援のためのフォローアップを行うことも

重要な課題となっています。 

 

○一方、福祉サービスのみならず社会福祉法人制度の信頼を揺るがす福祉施設

や認定こども園等の従事者による利用者への人権侵害事案が昨年末から全国で

相次いで起こりました。 

コロナ禍での福祉現場における従事者の負担が過重といった声もありますが、

いかなる場合でも権利侵害は許されるものではありません。 

社会福祉法では、「福祉サービスの基本的理念」として「個人の尊厳を保持す

るとともに、利用者が個々の能力に応じて自立した生活が送ることができるよ

う支援するもので、良質で適切なものでなくてはならない」と定めています。 

社会福祉に関わる全ての関係者は、今一度自らの課題としてこのことを意識

し発生防止に取り組む必要があります。 

 

〇こうした情勢と課題を踏まえ、次の５点を重点課題として取り組むとともに

本会の理念である地域共生社会の構築に向け、これまでの事業をさらに発展さ

せ、「出かける」「つなぐ」「創る」に表した本来の取り組みを進め、市町村社会

福祉協議会、民生委員・児童委員、社会福祉法人・施設はもとより、幅広い福祉

関係者とのネットワークを活かし地域における包括的な支援体制を深化させる

「大阪モデル」の実現を目指します。 
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〈 重点事業 〉 

１．府域での公益的な活動の推進と市町村域での福祉施設と社協、民生委

員・児童委員をはじめとした地域関係者との包括的支援体制の推進支援 

・地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する「包括的支援体制」

の構築が求められています。そのためには、行政はもとより地域住民や

民生委員・児童委員、社協、そして福祉施設をはじめ地域の多様な主体

が分野や属性の壁を越え、相互に実践を協働し、誰もが支え合う地域を

つくっていく必要があります。 

特に社会福祉法人（施設）については、地域住民から期待される地域

福祉の拠点となるよう「大阪しあわせネットワーク」と「地域貢献委員

会（施設連絡会）」の連携を進めるとともに、大阪の特色を活かした取組

みを一層充実、発展させ、セーフティネットの構築と包括的支援体制の

深化による「大阪モデル」の発信を引き続き目指します。 

 

２．福祉人材の確保と育成、魅力発信 

・昨年暮れの相次ぐ権利侵害に関する報道は、社会福祉法人の信頼と存

在意義に関わる大きな問題です。施設・事業所の運営課題の改善や人権

意識の向上に種別部会と連携し取り組みます。 

・また、若い世代の参入と定着促進を進めるとともに研修においては、

中核を担う職員の育成と階層ごとの専門性の向上強化より職場定着の

支援を強化します。 

・大阪府教育庁と連携し、若年層に対し「わかりやすいことば」で保育・

介護の仕事、福祉の魅力を届けるとともに、幅広い世代や関係者に向け

た広報力をさらに向上させます。 

 

３. 生活福祉資金特例貸付償還業務の安定運用と生活困窮者の自立支援 

・生活福祉資金特例貸付に関する債権管理業務を取り扱う「大阪府コロ

ナ特例貸付事務センター」の運営体制の強化を図り、市町村社協とも協

働しながら債権管理の適正かつ安定的運用に努めるとともに、支援が必

要な場合には支援の途切れがないよう、借受人の自立支援のためのフォ

ローアップを市町村社協はじめ各自立支援機関や他制度との連携によ

り推進します。 

 

４．災害時（感染症対策含む）における支援体制の強化 

・災害時に備えた福祉支援体制づくりや関係機関とのネットワーク構築

に向けた取り組みを強化し、大規模災害発生時における円滑な府災害ボ

ランティアセンターの設置運営や被災地ボランティアセンターとの調
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整を含めた各種被災者支援などを迅速に対応することが可能となるよ

う平時より常設化された大阪府災害ボランティアセンター機能のさら

なる対応力強化を図ります。 

・また、感染症を含む災害時に施設において必要とされるサービスが継

続できるよう府内社会福祉施設における BCP（事業継続計画）や受援計

画の策定を推進します。 

 

５．活動拠点のあり方に関する検討 

・社会福祉協議会自らが建物を建設し運営するという大阪方式により、

大阪府の借地の上に設置された大阪社会福祉指導センターは、築 43 年

目（昭和 56年完成）を迎え、あと数年で法定耐用年数に達します。 

このため長期修繕計画の精査をさら進め、今後適切な更新を実施する

ことで建物の老朽化の進行を防ぐとともに、建物の実耐用年数を迎える

時に備え専門家を交えた検討の場を設け現地建替えを行うか、賃借オフ

ィスへ移行するかなど建物の将来について方向づけを行います。 

 
































